
 

はしがき 

 

2008 年１月 28日（月）に 2007 年度本試験の合格発表（合格率 8.64％）がありまし

た。合格率だけを見ると、2006 年度に比べて大幅に上昇しています。しかし、その主

たる要因は受験生のレベルアップであり、決して試験問題が容易になったわけではあ

りません。ここ数年の行政書士試験は、曖昧・断片的な知識で太刀打ちできるレベル

ではなく、しっかりとした体系的な理解が必要不可欠となっているのです。 

では、こうした本試験に対応できる真の実力を身に付けるためには、どのような学

習が効果的なのでしょうか？ その答えは「解答力」の習得です。単に知識を数多く

もっているだけでは、決して合格を勝ち取ることはできません。その知識を「本試験

で点数のとれる力」（＝解答力）に“鍛える”必要があるのです。そして、そのための

手段こそ「実戦練習」（＝問題演習）ということになります。ただし、その際に注意し

なければならないことがあります。それは、解く問題の“質”です。難易度はもちろ

ん、出題傾向や形式がより本試験に近いものでなければ意味がありません。適切な練

習相手と戦ってこそ己の真価を測ることができるのです。 

本書は、こうした思いから作成されました。つまり、本書の目的は、問題演習を通

じて「“知識”を“真の力”にまで引き上げる」ことにあります。 

なお、本書は、日々教室で受験生と向き合っているＬＥＣ講師陣と制作スタッフが、

2007 年度本試験の傾向を徹底分析し、2008 年度本試験において出題可能性のある問題

を厳選したものです。この最適な練習相手と戦い、まずは自分自身の実力を客観的に

把握してください。そして、浮き彫りとなった弱点の克服に努めましょう。きっと飛

躍的な実力アップにつながるはずです。 

最後に、本書を利用された受験生の１人でも多くが、2008 年度の合格を勝ち取られ

ることを願っております。 
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１ まさに本試験会場の臨場感：本試験同様の問題・解説冊子セパレート方式 

本書が「模擬試験」である以上、掲載する問題のみならず、本試験での実施状況

に限りなく近い環境を提供することが重要です。そこで、全３回分の問題を掲載し

ている本書でも、本試験と同様に問題冊子を１回ずつ取り外せるようにして、本試

験の臨場感が体感できるよう工夫しました。また、問題冊子の中に答案用紙を挟み

こみ、本試験さながらの解答ができるようにしています。 

 

２ 2007 年度の新傾向を徹底分析：2008 年度本試験を完全予想 

2007 年度は、新試験制度となって２度目の試験でした。制度が変化したとき、２

度目の試験というのは、その後の傾向を判断する上で非常に重要なポイントとなり

得ます。ほぼそれで新試験の形が固まったと考えられるからです。本書は、こうし

た 2007 年度本試験の傾向を把握・分析し、2008 年度に出題が予想される論点を厳選

して編集したものです。 

 

３ 安心して使用できる：法改正への対応 

本書の５肢択一式問題は、原則として、過去にＬＥＣが「公開模擬試験」等の有

料講座において出題した問題を再編集して使用しています。そして、当然ながら、

その際に、近年の法改正への対応を精査し、適宜修正を加えています。安心してご

利用ください。 

 

４ 弱点分野が明確になる：「正答率(予想正答率)」の掲載 

択一式問題については、１問ごとに正答率(完全新作問題等については予想正答

率)を掲載しました。本書に掲載された正答率は、これまでＬＥＣに蓄積されたデー

タに基づいて算出したものです。ただし、完全な新作問題等については、正確な正

答率を掲載することが不可能です。そこで、これらの問題については、ＬＥＣ専任

講師の経験に基づいて、予測される正答率を目安として掲げておきました。問題を

解き終えたあと解説を読む前に、この正答率(予想正答率)に着目すれば、おのずと

優先して復習すべき問題が見えてきます。 

本書の特長 



 

５ 勉強の指針が見えてくる：「復習のポイント」の掲載 

前述の正答率の掲載に加えて、解説編では、すべての問題に復習のポイントを書

き加えています。復習のポイントは、各科目の学習上の注意点、関連する必要知識、

復習の必要性、特有の解法等の有益な情報を紹介しています。ぜひ、ここにも目を

通してください。 

 

６ 高配点の記述式で得点を伸ばす：新傾向にあわせた記述式問題の掲載 

独学ではなかなか予想できないのが記述式問題です。特に 2006 年度からは 40 字

程度で書かせるという新形式に変わり、配点（20 点／問）も非常に高くなりました。

また、内容的にも、「事例把握能力」「事例検討能力（問題点発見能力）」「文章構成

能力(国語力)」等、法律専門職としてより本質的な力が試されるものとなりました。

本書では、こうした新傾向を踏まえた問題を掲載しています。実戦を通じて記述式

問題を解く力を養ってください。 

 



 

 

 

 

 

択一式鉄則十ヵ条（法令） 

その一 「過去問」は試験当日まで繰り返すべし 

その二 条文問題はサービスと思うべし 

～基礎的な問題は遠慮なく正解しよう～ 

その三 １問２分と心得るべし 

～記述式と文章理解の時間を確保しよう～ 

その四 苦手分野ほど出題されると肝に命ずべし 

その五 暗記系は直前期に回すべからず 

～直前期には他にやることが山積み！ 日頃から少しずつ覚えていこう～ 

その六 「基礎法学」は深入りしないと誓うべし 

～コストパフォーマンスが悪い科目は深入りする必要なし～ 

その七 「憲法」は得点源にすべし 

～憲法のあらましについては中学・高校の授業でも学習してる～ 

その八 「行政法」やらずに合格あらず 

その九 「民法」は図を書くべし 

～民法の事例問題は必ず図を書く～ 

その十 「商法・会社法」は難解ではないと心得るべし 

～身近にある会社を具体的にイメージして理解せよ～ 
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法 令 等 [問題１～40 は択一式（５肢択一式）] 

 
問題１ わが国の裁判制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 
１ 民事裁判では、権利を主張する者が原告となるのに対して、刑事裁判では、被害者

が検察官の補佐を得て原告となり、被告人を相手に訴訟を行う。 

２ 民事裁判、刑事裁判とも、事実に関する問題は第一審で審理し、控訴審および上告

審で審理することはできない。 

３ 行政庁の公権力の行使に関する裁判は、行政裁判とよばれるが、広義では民事裁判

に含まれ、裁判手続に関しては原則として民事訴訟法が適用される。 

４ 裁判所は、最高裁判所と下級裁判所とに分けられるが、下級裁判所のうち家庭裁判

所では、家事事件と少年事件を処理し、その審判は非公開である。 

５ わが国の裁判においては、一般市民が裁判の事実認定を行う陪審員の制度が実施さ

れたことはない。 
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問題２ 「法の適用に関する通則法」（以下、「法適用通則法」という。）に関する次の

記述のうち、正しいものはどれか。 

 
１ 日本国籍を有しない者が、生存していたと認められる最後の時期において、日本国

内に住所を有していたとしても、裁判所は、日本法により失踪宣告することはできな

い。 

２ 法適用通則法第３条に規定されている「法令」に任意規定を含むと解すると、民法

第 92 条の規定と文言上矛盾しているようにみえるが、法適用通則法の「慣習」を慣

習法と捉え、民法第 92 条の「慣習」を事実たる慣習と捉えることによって両者の矛

盾を回避することは可能である。 

３ 婚姻当事者の国籍が異なる場合、その婚姻の成立は、行為地法による。 

４ 日本国籍を有する未成年者の行為能力は、日本国の民法によって制限されるが、行

為地法によれば行為能力の制限を受けないとされる場合には、行為能力者として扱わ

れる。 

５ 外国法で定められた制度が民法第 90 条の公序良俗に反すると認められる場合であ

っても、当該外国法において公序良俗に反しないときは、日本国内において、その制

度の効力は失われない。 

 

＜参照条文＞ 
【法適用通則法第３条（法律と同一の効力を有する慣習）】 

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの

又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有す

る。 
【民法第 92 条（任意規定と異なる慣習）】 

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為

の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められているときは、その

慣習に従う。 
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問題３ いかなる権利・利益が新しい人権として憲法第 13 条後段による憲法上の保障を

受け得るかについては、以下のＡ説とＢ説がある。Ａ説から考えた場合、新しい人

権として保障されることが論理的に最も困難な利益はどれか。 

 

Ａ説：個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利が保障される。 

Ｂ説：あらゆる生活領域に関する行為の自由が保障される。 

 
１ 指紋の押なつを強制されない利益 

２ 名誉を侵害されない利益 

３ 前科を公開されない利益 

４ 喫煙を妨げられない利益 

５ 私的な事柄についてみずから決定することを妨げられない利益 

 
 

 




